
徳
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号

庁

中

一

般

各

教

育

機

関

徳
島
県
教
育
委
員
会
公
印
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

美

馬

持

仁

徳
島
県
教
育
委
員
会
公
印
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

（
徳
島
県
教
育
委
員
会
公
印
規
程
の
一
部
改
正
）

第
一
条

徳
島
県
教
育
委
員
会
公
印
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
、
本
部
長
印
及
び
本
部
印
」
を
削
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
本
部
長
印
及
び
本
部
印
、
」
及
び
「
本
部
長
、
」
を
削
る
。

「

「

「

本
部

長
印

教
育
機
関
の
長
の
印

教
育
機
関
の
長
の
印
（１

号

）

（１
号

）

徳
島
県
教
育
委

徳
島
県

立
徳
島
県

立
（

）
（

）

別
表
中

員
会
×
×
×
×

を
削
り
、

×
×

×
×

を

×
×

×
×

本
部
長
之
印

館
所

長
印

所
長

印
（

）

（2
0

×2
0

）

（2
0

×2
0

）

（2
0

×2
0

）

」

」

」

「

「

「

本
部

印
教
育
機
関
の
印

教
育
機
関
の
印

（１
号

）

（１
号

）

徳
島
県
教
育

徳
島

県
徳

島
県

に
改
め
、

委
員
会
×
×

を
削
り
、

立
×
×

を

立
×
×

（
）

（
）

×
×

本
部

×
館

所
セ

ン
タ

ー

（
）

（3
0

×3
0

）

（3
0

×3
0

）

（3
0

×3
0

）

」

」

」

に
改
め
る
。

（
情
報
公
開
及
び
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
事
項
の
専
決
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

第
二
条

情
報
公
開
及
び
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
事
項
の
専
決
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
平
成
元
年
徳

島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
本
部
及
び
室
並
び
に
」
を
「
室
及
び
」
に
改
め
る
。

（
徳
島
県
教
育
委
員
会
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
改
正
）

第
三
条

徳
島
県
教
育
委
員
会
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
平
成
六
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



目
次
中
「
第
二
十
八
条
」
を
「
第
三
十
条
」
に
、
「
第
二
十
九
条｜

第
三
十
二
条
」
を
「
第
三
十
一

条｜

第
三
十
四
条
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
五
号
中
「
、
本
部
」
を
削
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４

県
立
学
校
に
職
員
健
康
管
理
医
（
常
時
五
十
人
以
上
の
職
員
を
有
す
る
学
校
に
あ
っ
て
は
、
法
第

十
三
条
第
二
項
に
定
め
ら
れ
た
要
件
を
備
え
た
産
業
医
を
い
い
、
そ
の
他
の
学
校
に
あ
っ
て
は
、
産

業
医
に
準
じ
た
職
務
を
行
う
医
師
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
置
く
。

第
九
条
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

県
立
学
校
に
あ
っ
て
は
、
県
立
学
校
嘱
託
医
の
う
ち
か
ら
、
職
員
健
康
管
理
医
を
、
校
長
の
内
申

に
基
づ
き
総
括
責
任
者
が
指
名
す
る
。
た
だ
し
、
県
立
学
校
嘱
託
医
の
う
ち
か
ら
職
員
健
康
管
理
医

を
内
申
で
き
な
い
場
合
は
、
当
該
県
立
学
校
嘱
託
医
以
外
で
前
項
の
要
件
を
満
た
す
医
師
を
校
長
が

内
申
す
る
。

第
三
十
二
条
を
第
三
十
四
条
と
し
、
第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で
を
二
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
三
章
中
第
二
十
八
条
を
第
三
十
条
と
し
、
第
二
十
七
条
を
第
二
十
九
条
と
し
、
第
二
十
六
条
を
第
二

十
八
条
と
す
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
七
条
と
す
る
。

第
二
十
四
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
長
時
間
に
わ
た
る
勤
務
に
関
す
る
面
接
指
導
等
）

第
二
十
五
条

総
括
責
任
者
は
、
職
員
の
健
康
を
保
持
す
る
た
め
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
医

師
に
よ
る
面
接
指
導
（
法
第
六
十
六
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
面
接
指
導
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

面
接
指
導
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
実
施
方
法

、
面
接
指
導
の
結
果
に
基
づ
き
職
員
の
健
康
を
保
持
す
る
た
め
に
講
ず
べ
き
措
置
そ
の
他
面
接
指
導

等
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
総
括
責
任
者
が
総
括
委
員
会
に
諮
っ
て
別
に
定
め
る
。

（
心
理
的
な
負
担
の
程
度
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
等
）

第
二
十
六
条

総
括
責
任
者
は
、
職
員
に
対
し
、
医
師
等
に
よ
る
心
理
的
な
負
担
の
程
度
を
把
握
す
る

た
め
の
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

総
括
責
任
者
は
、
法
第
六
十
六
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
職
員
で
あ
っ
て
、

心
理
的
な
負
担
の
程
度
が
同
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
が
面
接

指
導
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
を
申
し
出
た
と
き
は
、
当
該
申
出
を
し
た
職
員
に
対
し
、
面
接

指
導
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

心
理
的
な
負
担
の
程
度
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
の
実
施
方
法
、
面
接
指
導
（
前
項
の
規
定
に
よ

る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
実
施
方
法
、
面
接
指
導
の
結
果
に
基
づ
き
職

員
の
健
康
を
保
持
す
る
た
め
に
講
ず
べ
き
措
置
そ
の
他
心
理
的
な
負
担
の
程
度
を
把
握
す
る
た
め
の

検
査
等
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
総
括
責
任
者
が
総
括
委
員
会
に
諮
っ
て
別
に
定
め
る
。

（
徳
島
県
教
育
委
員
会
法
令
審
査
会
規
程
の
一
部
改
正
）

第
四
条

徳
島
県
教
育
委
員
会
法
令
審
査
会
規
程
（
平
成
六
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
中
「
本
部
及
び
」
を
削
る
。



（
徳
島
県
教
育
委
員
会
文
書
規
程
の
一
部
改
正
）

第
五
条

徳
島
県
教
育
委
員
会
文
書
規
程
（
平
成
十
三
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
、
本
部
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
、
本
部
長
の
指
定
す
る
部
長
」
を
削
り

、
「
室
長
補
佐
」
を
「
者
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
及
び
副
館
長
」
を
削
る
。

第
四
条
第
二
項
第
三
号
中
「
、
「
本
部
」
」
を
削
る
。

別
表
徳
島
県
立
図
書
館
の
項
、
徳
島
県
立
博
物
館
の
項
、
徳
島
県
立
近
代
美
術
館
の
項
、
徳
島
県
立

文
書
館
の
項
、
徳
島
県
立
二
十
一
世
紀
館
の
項
及
び
徳
島
県
立
鳥
居
龍
蔵
記
念
博
物
館
の
項
を
削
る
。

（
徳
島
県
教
育
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
運
営
規
程
の
一
部
改
正
）

第
六
条

徳
島
県
教
育
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
運
営
規
程
（
平
成
十
八
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
八
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
六
号
中
「
本
部
、
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


